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○　

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
中
央
防
災
会
議
の
委
員
及
び
専
門
委
員
） 

（
中
央
防
災
会
議
の
委
員
及
び
専
門
委
員
） 

第
三
条　

中
央
防
災
会
議
の
委
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
委
員

第
三
条　

中
央
防
災
会
議
の
委
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
委
員

」
と
い
う
。
）
の
定
数
は
、
二
十
八
人
以
内
と
す
る
。 

」
と
い
う
。
）
の
定
数
は
、
二
十
七
人
以
内
と
す
る
。 

２
～
５　

（
略
）

２
～
５　

（
略
）

（
指
定
行
政
機
関
の
長
等
に
よ
る
応
急
措
置
の
代
行
） 

（
指
定
行
政
機
関
の
長
等
に
よ
る
応
急
措
置
の
代
行
） 

第
三
十
三
条
の
六　

（
略
） 

第
三
十
三
条
の
六　

（
略
） 

２　

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
事
務
の
代
行
を

２　

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
事
務
の
代
行
を

し
た
指
定
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
は
、
次
の
各
号
に

し
た
指
定
行
政
機
関
の
長
又
は
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
市
町
村

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と

が
そ
の
大
部
分
の
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
と
認
め
る
と

き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
代
行
に
係
る
事
務
を
当
該
市
町
村
長
に
引
き
継
が

き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
代
行
に
係
る
事
務
を
当
該
市
町
村
長
に
引
き
継
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

（
新
設
） 

に
お
い
て
当
該
代
行
を
し
た
場
合　

当
該
市
町
村
が
そ
の
大
部
分
の
事
務

 

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合 

 

二　

法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

（
新
設
） 

に
お
い
て
当
該
代
行
を
し
た
場
合　

同
号
に
規
定
す
る
応
急
措
置
を
実
施

 

す
る
緊
急
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
場
合 

 

３　

（
略
）

３　

（
略
）

（
実
費
弁
償
の
基
準
） 
（
実
費
弁
償
の
基
準
） 

第
三
十
五
条　

法
第
八
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号

第
三
十
五
条　

法
第
八
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一　

災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
第
四

一　

災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
第
四

条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
医
師
そ
の
他
の
者
（
以
下
こ
の
条

条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
医
師
そ
の
他
の
者
（
以
下
こ
の
条
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に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
応
急
措
置
の
業
務
（

に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
応
急
措
置
の
業
務
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
時
間
に
応
じ

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
た
時
間
に
応
じ

、
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

、
手
当
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

二
～
四　

（
略
） 

二
～
四　

（
略
） 

五　

災
害
救
助
法
施
行
令
第
四
条
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
業

五　

災
害
救
助
法
施
行
令
第
四
条
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
者

者
及
び
そ
の
従
業
者
に
対
す
る
実
費
弁
償
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
た

及
び
そ
の
従
業
者
に
対
す
る
実
費
弁
償
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
た
め

め
通
常
要
す
る
費
用
を
当
該
業
者
に
支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

通
常
要
す
る
費
用
を
当
該
業
者
に
支
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附　

則 

附　

則 

１　

（
略
） 

１　

（
略
） 

２　

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適

２　

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
十
八
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
九
人
」
と

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
十
七
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
八
人
」
と

す
る
。 

す
る
。 

３　

国
際
博
覧
会
推
進
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の

３　

国
際
博
覧
会
推
進
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
中

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
中

「
二
十
八
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
人
」
と
す
る
。 

「
二
十
七
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
九
人
」
と
す
る
。 

（
削
る
） 

４　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進

 

本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

 

て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
中
「
二
十
七
人
」
と

 

あ
る
の
は
、
「
三
十
人
」
と
す
る
。 

４　

当
分
の
間
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
係
る
同
条

５　

当
分
の
間
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
係
る
同
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た

基
準
財
政
収
入
額
（
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収

基
準
財
政
収
入
額
（
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収

入
額
」
と
あ
る
の
は
「
）
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
基
準
財
政
収
入
額
（
同
法

入
額
」
と
あ
る
の
は
「
）
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
基
準
財
政
収
入
額
（
同
法

附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い

附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い

も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準

も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準

財
政
収
入
額
に
当
該
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
基
礎
と
な
つ
た
分
離
課
税
所

財
政
収
入
額
に
当
該
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
基
礎
と
な
つ
た
分
離
課
税
所

得
割
交
付
金
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則

得
割
交
付
金
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則

第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
分

第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
分

離
課
税
に
係
る
所
得
割
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

離
課
税
に
係
る
所
得
割
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
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じ
。
）
に
係
る
額
を
加
算
し
た
額
」
と
、
「
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ

じ
。
）
に
係
る
額
を
加
算
し
た
額
」
と
、
「
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ

ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
森
林
環
境
譲

ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
森
林
環
境
譲

与
税
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車

与
税
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車

重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対

重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税
及
び
交
通
安
全
対

策
特
別
交
付
金
」
と
、
「
と
し
、
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
当
該
基
準

策
特
別
交
付
金
」
と
、
「
と
し
、
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
当
該
基
準

財
政
収
入
額
の
算
定
基
礎
と
な
つ
た
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
に
係
る
額
を

財
政
収
入
額
の
算
定
基
礎
と
な
つ
た
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
に
係
る
額
を

控
除
し
た
額
と
し
、
市
町
村
」
と
、
「
額
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
基
準
財
政

控
除
し
た
額
と
し
、
市
町
村
」
と
、
「
額
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
基
準
財
政

収
入
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
額
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
基
準
財
政
収
入
額
（

収
入
額
（
」
と
あ
る
の
は
「
額
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
基
準
財
政
収
入
額
（

地
方
交
付
税
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定

地
方
交
付
税
法
附
則
第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定

の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
」
と
、
「
特
別
と
ん
譲
与
税
、

の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
」
と
、
「
特
別
と
ん
譲
与
税
、

石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
森
林

石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
森
林

環
境
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
と
ん
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自

環
境
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
と
ん
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自

動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税
、
交
通
安
全

動
車
重
量
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税
、
交
通
安
全

対
策
特
別
交
付
金
及
び
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
」
と
、
「
及
び
自
動
車
重

対
策
特
別
交
付
金
及
び
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
」
と
、
「
及
び
自
動
車
重

量
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
及
び
分
離
課
税
所
得
割

量
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
及
び
分
離
課
税
所
得
割

交
付
金
」
と
す
る
。 

交
付
金
」
と
す
る
。 

（
削
る
）

６　

平
成
二
十
九
年
度
及
び
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
第
四
十
三
条
第
一
項
の

標
準
税
収
入
額
の
算
定
に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
同
じ
。
）
及
び
道
府
県
民
税
所
得
割
臨
時
交
付
金
（
地
方
税
法
及
び
航
空

機
燃
料
譲
与
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
号

）
附
則
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
に
対
し
交
付
す
る
も
の
と

さ
れ
る
道
府
県
民
税
の
所
得
割
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
な
つ
た
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
に
」
と
あ
る
の

は
「
な
つ
た
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
及
び
道
府
県
民
税
所
得
割
臨
時
交
付

金
に
」
と
、
「
及
び
分
離
課
税
所
得
割
交
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
分
離
課

税
所
得
割
交
付
金
及
び
道
府
県
民
税
所
得
割
臨
時
交
付
金
」
と
す
る
。
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○　

災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
救
助
の
種
類
） 

（
救
助
の
種
類
） 

第
二
条　

法
第
四
条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
救
助
の
種
類
は
、
次
の
と

第
二
条　

法
第
四
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
救
助
の
種
類
は
、
次
の
と
お

お
り
と
す
る
。 

り
と
す
る
。 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

（
医
療
、
福
祉
、
土
木
建
築
工
事
及
び
輸
送
関
係
者
の
範
囲
） 

（
医
療
、
土
木
建
築
工
事
及
び
輸
送
関
係
者
の
範
囲
） 

第
四
条　

法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
、
福
祉
、
土
木
建

第
四
条　

法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
、
土
木
建
築
工
事

築
工
事
及
び
輸
送
関
係
者
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

及
び
輸
送
関
係
者
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

栄
養
士
、
管
理
栄
養
士
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、

二　

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床

診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
臨

検
査
技
師
、
臨
床
工
学
技
士
、
救
急
救
命
士
又
は
歯
科
衛
生
士 

床
工
学
技
士
、
救
急
救
命
士
、
言
語
聴
覚
士
、
歯
科
衛
生
士
又
は
歯
科
技

 

工
士 

 

三　

保
育
士
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
精
神
保

（
新
設
） 

健
福
祉
士
、
公
認
心
理
師
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

 

六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
相

 

談
支
援
若
し
く
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

 

す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の

 

十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
計
画
相
談
支
援
に
従
事
す
る
者
と
し
て
内

 

閣
府
令
で
定
め
る
者 

 

四
～
十
一　

（
略
）

三
～
十　

（
略
）

（
実
費
弁
償
） 

（
実
費
弁
償
） 

第
五
条　

法
第
七
条
第
五
項
及
び
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
実
費
弁
償
に

第
五
条　

法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
実
費
弁
償
に
関
し
て
必
要
な
事
項

関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
あ
ら
か

は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
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じ
め
、
都
道
府
県
知
事
等
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

事
等
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。
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○　

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　

正　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
長
官
、
事
務
次
官
、
事
務
局
長
又
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
） 

（
長
官
、
事
務
次
官
、
事
務
局
長
又
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
） 

第
十
五
条　

法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
の
国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す

第
十
五
条　

法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
の
国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す

る
長
官
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
又
は
同
法
第
二
十

る
長
官
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
又
は
同
法
第
二
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ

っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
以
降
の
職
に
つ
い
て

っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
以
降
の
職
に
つ
い
て

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
四　

（
略
） 

一
～
四　

（
略
） 

五　

内
閣
府
の
事
務
次
官
、
内
閣
府
審
議
官
、
防
災
監
、
内
閣
府
設
置
法
第

五　

内
閣
府
の
事
務
次
官
、
内
閣
府
審
議
官
、
内
閣
府
設
置
法
第
十
七
条
第

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
局
長
、
同
条

一
項
に
規
定
す
る
職
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
局
長
、
同
条
第
六
項
に

第
六
項
に
規
定
す
る
官
房
の
長
、
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

規
定
す
る
官
房
の
長
、
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
次
長
、
同

次
長
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定

条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
、

す
る
職
、
同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
及
び
局
長
並

同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
及
び
局
長
並
び
に
同
条

び
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
官
房
の
長
並
び
に
国
際
連
合
平
和
維
持
活

第
二
項
に
規
定
す
る
官
房
の
長
並
び
に
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対

動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第

す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条
第
十

五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
及
び
日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十

項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
及
び
日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

三
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
局
長 

第
百
二
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
局
長 

六
～
十
八　

（
略
） 

六
～
十
八　

（
略
） 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

別
表
第
二
（
第
十
二
条
、
第
十
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
二
条
、
第
十
四
条
関
係
） 

 

（
略
）

（
略
）

 

（
略
）

（
略
）

 

内
閣
府
本
府

内
閣
府
の
事
務
次
官　

内
閣
府
審
議
官　

防
災
監

 

内
閣
府
本
府

内
閣
府
の
事
務
次
官　

内
閣
府
審
議
官
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（
略
）

（
略
）

 

（
略
）

（
略
）
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